
千

葉

県

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

粒

子

状

物

質

の

排

出

の

抑

制

に

関

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。 
 
 

平

成

十

四

年

三

月

二

十

六

日 
 

千

葉

県

知

事 
 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

 

千

葉

県

条

例

第

二

号 

千

葉

県

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

粒

子

状

物

質

の

排

出

の

抑

制

に

関

す

る

条

例 

（

目

的

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、
県

内

に

お

け

る

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

粒

子

状

物

質

の

排

出

を

抑

制

し

、
こ

れ

に

よ

る

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

を

図

る

た

め

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

の

運

行

及

び

そ

の

使

用

す

る

燃

料

の

適

正

化

に

関

し

必

要

な

規

制

等

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、
現

在

及

び

将

来

の

県

民

の

健

康

で

文

化

的

な

生

活

の

確

保

に

寄

与

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。 

（

定

義

） 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

」

と

は

、

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自

動

車

で

あ

っ

て

、

デ

ィ

ー

ゼ

ル

エ

ン

ジ

ン

を

搭

載

す

る

も

の

を
い
う
。 

２ 

こ

の

条

例

に

お

い

て
「

特

定

自

動

車

」
と

は

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

の
う
ち
、
次

の

各

号

に

掲

げ

る

自

動

車

で

あ

っ

て

、

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
有
効
な
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の
を
い

う
。 

一 

貨

物

の

運

送

の

用

に

供

す

る

普

通

自

動

車

及

び

小

型

自

動

車
（

法

第

三

条

に

規

定

す

る

普

通

自

動

車

及

び

小

型

自

動

車

を

い

う

。

次

号

及

び

第

三

号

に

お

い

て

同

じ

。
）

で

あ

っ

て

、

散

水

自

動

車

、

霊

き

ゅ

う

自

動

車

そ

の

他

の

特

種

の

用

途

に

供

す

る

自

動

車
（

次

号

及

び

第

三

号

に

お

い

て
「

特

種

自

動

車

」

と

い

う

。
）

以

外

の

も

の 

二 

人

の

運

送

の

用

に

供

す

る

乗

車

定

員

十

一

人

以

上

の

普

通

自

動

車

及

び

小

型

自

動

車

で

あ

っ

て

、

特
種
自
動
車
以

外

の

も
の 

三 

特
種
自
動
車
で
あ
る
普

通

自

動

車

及

び

小

型

自

動

車

で

あ

っ

て

、

規

則

で

定

め

る

も

の 

（

排

出

基

準

） 

第

三

条 

知

事

は

、
県

内

に

お

け

る

大

気

の

汚

染

の

状

況

を

勘

案

し

、
特

定

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

粒

子

状

物

質

の

量

に

関

す

る

許

容

限

度

（

以

下

「

排

出

基

準

」

と

い

う

。
）

を

規

則

で

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

知

事

は

、
排

出

基

準

を

定

め

よ

う

と

す

る

と

き

は

、
千

葉

県

環

境

審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

れ

を

変

更

し

、

又

は

廃

止

し

よ

う

と

す

る

と

き

も

、

同

様

と

す

る

。 

（

排

出

基

準

の

遵

守

） 

第

四

条 

特

定

自

動

車

の

使

用

者

又

は

運

転

者

は

、
排

出

基

準

を

超

え

る

量

の

粒

子

状

物

質

を

排

出

す

る

特

定

自

動

車

を

、
県

内

に

お

い

て

運

行

し

、
又

は

運

行

さ

せ

て

は

な

ら

な

い

。
た

だ

し

、
災

害

そ

の

他

非

常

の

事

態

の

発

生

に

よ

り

当

該

特

定

自

動

車

を

緊

急

に

運

行

す

る

必

要

が

あ

る

場

合

は

、
こ

の

限

り

で

な

い

。 

（

特

定

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

粒

子

状

物

質

の

量

） 

第

五

条 

前

条

の

規

定

を

適

用

す

る

場

合

に

お

け

る

特

定

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

粒

子

状

物

質

の

量

は

、
次

の

各

号

に

掲

げ

る

特

定

自

動

車

ご

と

に

、
そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

値

と

す

る

。
た

だ

し

、

当

該

特

定

自

動

車

に

つ

い

て

、
規

則

で

定

め

る

方

法

に

よ

り

測

定

さ

れ

た

値

が

別

に

あ

る

と

き

は

、
当

該

測

定

さ

れ

た

値

と

す

る

。 



一 
法

第

七

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

型

式

の

指

定
（

次

号

及

び

次

項

に

お

い

て
「

型

式

の

指

定

」

と

い

う

。
）

を

受

け

た

特

定

自

動

車

又

は

法

第

七

十

五

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

型

式

の

指

定

を

受

け

た

一

酸

化

炭

素

等

発

散

防

止

装

置
（

装

置

型

式

指

定

規

則
（

平

成

十

年

運

輸

省

令

第

六

十

六

号

）

第

二

条

第

六

号

に

規

定

す

る

一

酸

化

炭

素

等

発

散

防

止

装

置

を

い

う

。
）

を

備

え

た

特

定

自

動

車 

こ

れ

ら

の

型

式

の

指

定

の

際

判

定

さ

れ

た

粒

子

状

物

質

の

排

出

量

の

値 

二 

前

号

に

掲

げ

る

特

定

自

動

車

以

外

の

特

定

自

動

車

で

あ

っ

て

、
法

第

五

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

新

規

検

査

又

は

法

第

七

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

予

備

検

査
（

以

下
「

新

規

検

査

等

」
と

い

う

。
）

を

受

け

た

も

の 

当

該

特

定

自

動

車

が

法

第

四

条

の

規

定

に

よ

る

登

録

を

受

け

た

日

に

お

い

て

当

該

特

定

自

動

車

と

同

じ

種

別

の

特

定

自

動

車

に

つ

い

て

型

式

の

指

定

を

受

け

た

と

き

に

適

用

さ

れ

た

法

第

四

十

一

条

に

規

定

す

る

粒

子

状

物

質

の

技

術

基

準

に

定

め

ら

れ

た

平

均

値
（

当

該

平

均

値

が

定

め

ら

れ

て

い

な

い

も

の

に

あ

っ

て

は

、
当

該

平

均

値

に

相

当

す

る

も

の

と

し

て

知

事

が

別

に

定

め

る

値

） 

２ 

法

に

基

づ

き

特

定

自

動

車

の

種

別

に

応

じ

た

粒

子

状

物

質

の

技

術

基

準

が

初

め

て

施

行

さ

れ

た

日

前

に

型

式

の

指

定

を

受

け

、
又

は

新

規

検

査

等

を

受

け

た

特

定

自

動

車

に

つ

い

て

前

条

の

規

定

を

適

用

す

る

場

合

は

、
当

該

特

定

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

粒

子

状

物

質

の

量

は

、
前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、
当

該

特

定

自

動

車

と

同

じ

種

別

の

特

定

自

動

車

に

つ

い

て

、
法

第

四

十

一

条

の

規

定

に

よ

り

初

め

て

定

め

ら

れ

た

粒

子

状

物

質

の

技

術

基

準

に

相

当

す

る

も

の

と

し

て

知

事

が

別

に

定

め

る

値

と

す

る

。

た

だ

し

、
当

該

型

式

の

指

定

又

は

当

該

新

規

検

査

等

を

受

け

た

特

定

自

動

車

に

つ

い

て

、
規

則

で

定

め

る

方

法

に

よ

り

測

定

さ

れ

た

値

が

別

に

あ

る

と

き

は

、

当

該

測

定

さ

れ

た

値

と

す

る

。 

（

粒

子

状

物

質

減

少

装

置

の

装

着

） 

第

六

条 

排

出

基

準

を

超

え

る

量

の

粒

子

状

物

質

を

排

出

す

る

特

定

自

動

車

は

、
知

事

が

指

定

す

る

粒

子

状

物

質

の

量

を

排

出

基

準

以

下

に

減

少

さ

せ

る

装

置

（

以

下

「

粒

子

状

物

質

減

少

装

置

」

と

い

う

。
）

を

装

着

し

た

場

合

は

、
排

出

基

準

に

適

合

す

る

特

定

自

動

車

と

み

な

す

。
た

だ

し

、
排

出

基

準

が

変

更

さ

れ

、
当

該

粒

子

状

物

質

減

少

装

置

の

装

着

に

よ

り

、
変

更

前

の

排

出

基

準

に

適

合

す

る

特

定

自

動

車

と

み

な

さ

れ

た

特

定

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

粒

子

状

物

質

の

量

を

変

更

後

の

排

出

基

準

以

下

に

減

少

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

な

い

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

２ 

粒

子

状

物

質

減

少

装

置

を

装

着

し

た

特

定

自

動

車

の

使

用

者

は

、

当

該

特

定

自

動

車

の

走

行

距

離

、

運

行

時

の

状

態

等

か

ら

判

断

し

た

適

切

な

時

期

に

当

該

粒

子

状

物

質

減

少

装

置

の

点

検

を

し

、
及

び

必

要

な

整

備

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

運

行

禁

止

命

令

等

） 

第

七

条 

知

事

は

、
排

出

基

準

に

適

合

し

な

い

特

定

自

動

車

が

県

内

に

お

い

て

運

行

さ

れ

て

い

る

と

認

め

る

と

き

は

、
当

該

特

定

自

動

車

の

使

用

者

又

は

運

転

者

に

対

し

、
当

該

特

定

自

動

車

を

県

内

に

お

い

て

運

行

し

、

又

は

運

行

さ

せ

て

は

な

ら

な

い

こ

と

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

命

令

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、
当

該

命

令

を

受

け

た

者

か

ら

当

該

特

定

自

動

車

が

排

出

基

準

に

適

合

す

る

こ

と

を

証

す

る

も

の

が

提

出

さ

れ

、
か

つ

、
知

事

が

こ

れ

を

適

当

と

認

め

た

と

き

は

、

知

事

は

、

当

該

命

令

を

解

除

す

る

も

の

と

す

る

。 

（

猶

予

期

間

） 

第

八

条 

第

四

条

か

ら

前

条

ま

で

の

規

定

は

、
法

第

四

条

の

規

定

に

よ

り

初

め

て

登

録

を

受

け

た

日

か

ら

起

算

し

て

七

年

間
（

次

の

各

号

に

掲

げ

る

特

定

自

動

車

に

あ

っ

て

は

、
規

則

で

定

め

る

期

間

）
は

、
適

用

し

な

い

。 

一 

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

窒

素

酸

化

物

及

び

粒

子

状

物

質

の

特

定

地

域

に

お

け

る

総

量

の

削

減

等

に

関

す

る

特

別

措

置

法
（

平

成

四

年

法

律

第

七

十

号

）
第

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

粒

子

状

物

質

対

策

地

域

の

区

域

外

の

み

を

運

行

す

る

と

認

め

ら

れ

る

特

定

自

動

車 



二 
第

二

条

第

二

項

第

三

号

に

掲

げ

る

自

動

車

で

規

則

で

定

め

る

も

の 

（

荷

主

等

の

義

務

等

） 

第

九

条 

反

復

継

続

し

て

貨

物

又

は

旅

客

の

運

送

等

を

委

託

す

る

者

で

、
当

該

委

託

を

受

け

る

者

の

特

定

自

動

車

の

運

行

に

相

当

程

度

関

与

す

る

と

認

め

ら

れ

る

も

の

（

以

下

「

荷

主

等

」

と

い

う

。
）

は

、

当

該

委

託

を

受

け

る

者

が

第

四

条

の

規

定

を

遵

守

す

る

よ

う

適

切

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

知

事

は

、
荷

主

等

が

前

項

の

規

定

に

違

反

し

て

い

る

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、
当

該

荷

主

等

に

対

し

、

必

要

な

措

置

を

執

る

べ

き

こ

と

を

勧

告

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

３ 

知

事

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

勧

告

を

受

け

た

荷

主

等

が

、

当

該

勧

告

に

従

わ

な

か

っ

た

と

き

は

、

そ

の

旨

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

粒

子

状

物

質

の

量

を

増

大

さ

せ

る

燃

料

の

使

用

禁

止

） 

第

十

条 

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

を

運

行

の

用

に

供

す

る

者

は

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

排

出

ガ

ス

に

含

ま

れ

る

粒

子

状

物

質

の

量

を

増

大

さ

せ

る

燃

料

と

し

て

規

則

で

定

め

る

も

の

を

県

内

に

お

い

て

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

の

燃

料

に

使

用

し

て

は

な

ら

な

い

。 

（

使

用

禁

止

命

令

） 

第

十

一

条 

知

事

は

、
前

条

の

規

定

に

違

反

し

て

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

を

運

行

し

て

い

る

と

認

め

る

と

き

は

、
当

該

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

を

運

行

し

、
又

は

運

行

さ

せ

て

い

る

者

に

対

し

、
前

条

に

規

定

す

る

燃

料

を

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

の

燃

料

に

使

用

し

な

い

こ

と

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

粒

子

状

物

質

の

量

を

増

大

さ

せ

る

燃

料

の

販

売

禁

止

） 

第

十

二

条 

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

に

使

用

さ

れ

る

燃

料

を

販

売

す

る

者

は

、
第

十

条

に

規

定

す

る

燃

料

を

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

の

燃

料

と

し

て

販

売

し

て

は

な

ら

な

い

。 

（

販

売

禁

止

命

令

） 

第

十

三

条 

知

事

は

、
前

条

の

規

定

に

違

反

し

て

燃

料

を

販

売

し

て

い

る

者

に

対

し

、
当

該

燃

料

を

販

売

し

な

い

こ

と

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

報

告

の

徴

収

） 

第

十

四

条 

知

事

は

、
こ

の

条

例

の

施

行

に

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

粒

子

状

物

質

の

排

出

の

抑

制

に

関

す

る

対

策

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

を

運

行

し

、
又

は

運

行

さ

せ

て

い

る

者

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

に

使

用

さ

れ

る

燃

料

を

販

売

す

る

者

そ

の

他

の

関

係

者

に

対

し

、

そ

の

業

務

に

関

し

報

告

を

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

立

入

検

査

） 

第

十

五

条 

知

事

は

、
こ

の

条

例

の

施

行

に

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

か

ら

排

出

さ

れ

る

粒

子

状

物

質

の

排

出

の

抑

制

に

関

す

る

対

策

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

職

員

に

、

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

を

停

車

さ

せ

、
当

該

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

に

立

ち

入

り

、
又

は

デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

を

運

行

し

、
若

し

く

は

運

行

さ

せ

て

い

る

者

の

事

業

所

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

に

使

用

さ

れ

る

燃

料

を

製

造

し

、
若

し

く

は

販

売

す

る

者

の

事

業

所

そ

の

他

の

必

要

と

認

め

ら

れ

る

場

所

に

立

ち

入

り

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

に

使

用

さ

れ

る

燃

料

、
デ

ィ

ー

ゼ

ル

自

動

車

に

使

用

さ

れ

る

燃

料

を

製

造

す

る

設

備

、
帳

簿

書

類

そ

の

他

の

物

件

を

検

査

さ

せ

、
若

し

く

は

無

償

で

収

去

さ

せ

、
又

は

関

係

者

に

質

問

を

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

り

立

入

検

査

を

す

る

当

該

職

員

は

、
そ

の

身

分

を

示

す

証

明

書

を

携

帯

し

、
関

係

者

の

請

求

が

あ

っ

た

と

き

は

、

こ

れ

を

提

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

３ 

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

立

入

検

査

の

権

限

は

、
犯

罪

捜

査

の

た

め

に

認

め

ら

れ

た

も

の

と

解

釈

し

て

は

な

ら

な

い

。 

（

罰

則

） 

第

十

六

条 

第

七

条

第

一

項

、
第

十

一

条

又

は

第

十

三

条

の

規

定

に

よ

る

命

令

に

違

反

し

た

者

は

、
五

十



万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

。 

第

十

七

条 

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

は

、

三

十

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

。 

一 

第

十

四

条

の

規

定

に

よ

る

報

告

を

せ

ず

、

又

は

虚

偽

の

報

告

を

し

た

者 

二 

第

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

立

入

検

査

を

拒

み

、
妨

げ

、
若

し

く

は

忌

避

し

、
又

は

同

項

の

規

定

に

よ

る

質

問

に

対

し

て

答

弁

を

せ

ず

、

若

し

く

は

虚

偽

の

答

弁

を

し

た

者 

（

両

罰

規

定

） 

第

十

八

条 

法

人

の

代

表

者

又

は

法

人

若

し

く

は

人

の

代

理

人

、
使

用

人

そ

の

他

の

従

業

者

が

、
そ

の

法

人

又

は

人

の

業

務

に

関

し

、
前

二

条

の

違

反

行

為

を

し

た

と

き

は

、
行

為

者

を

罰

す

る

ほ

か

、
そ

の

法

人

又

は

人

に

対

し

て

も

、

各

本

条

の

罰

金

刑

を

科

す

る

。 

附 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、
公

布

の

日

か

ら

一

年

三

月

を

超

え

な

い

範

囲

内

で

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

四

条

か

ら

第

九

条

ま

で

の

規

定

は

、

平

成

十

五

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

検

討

） 

２ 

知

事

は

、
こ

の

条

例

の

施

行

後

、
県

内

に

お

け

る

大

気

の

汚

染

の

状

況

等

を

勘

案

し

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、
排

出

基

準

に

検

討

を

加

え

、
そ

の

結

果

に

基

づ

い

て

必

要

な

見

直

し

等

の

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。 


